
○美濃加茂市浸水対策工事補助金交付要綱 

平成２５年１１月１日 

訓令甲第８９号 

改正 平成２６年８月２５日訓令甲第８３号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大雨等による浸水のおそれのある草笛町、加茂川町及び深田

町地内の浸水危険区域（美濃加茂市浸水危険区域における建築制限指導要綱（平

成２５年訓令甲第２９号）第３条に基づき市が指定した区域をいう。以下同じ。）

における建物の浸水被害を防止するため、当該区域内において浸水対策工事を実

施する者に対し、浸水対策工事補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とについて、美濃加茂市補助金等交付規則（平成２５年美濃加茂市規則第４３号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 浸水対策工事 浸水危険区域内において想定浸水危険水位（標高６２．０

メートルとする。）を基準として行う建物嵩上げ工事又は浸水防止施設工事を

いう。 

(2) 建物嵩上げ工事 既存建物の基礎及び床面を既存の高さより高くする工事

であって次に掲げるものをいう。 

ア 既存建物を嵩上げする工事（盛土及び基礎工事を含む。） 

イ 既存建物を高床式にする工事 

ウ 内外装の修復工事、床下の給排水設備又は電気設備工事その他のア又はイ

に規定する工事に附帯する工事 

エ 既存建物の機器、設備等の設置位置を上げる工事 

オ 建て替えのために当該敷地に盛土をする工事 

(3) 浸水防止施設工事 建物の浸水を防止するために、建物の周囲、出入口等

に浸水に耐える構造又は材質により浸水防止壁、防水板等を設置する工事であ

って次に掲げるものをいう。 

ア 浸水防止のために設ける浸水防止壁、防水板等を設置する工事及びそれに

伴う附帯工事 

イ アに規定する工事に伴う既設構造物の補強工事 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、浸水対策工事を行う建物の所有者（特段の事由に

より所有者が浸水対策工事を実施できない場合で、市長が適当と認める者を含

む。）とする。 

（補助対象工事） 



第４条 補助金の交付対象となる工事は、浸水対策工事とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の表左欄に掲げる区分に応じ、工事費に同表中欄に掲げ

る補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数は切り捨てる。）とし、その

限度額は同表の右欄に掲げる額とする。 

種別 補助率 限度額（円） 

建物嵩上げ工事 １／２ ３，０００，０００ 

浸水防止施設工事 １／２ ５００，０００ 

（交付申請の期日） 

第６条 規則第８条第１項の規定による期日は、申請年度の３月１０日までとし、

かつ、当該事業を実施しようとする日前１０日とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 規則第８条第２項第１号に規定する事業計画書は、浸水対策工事計画書

（様式第１号）とする。 

（工事の着手） 

第８条 申請者は、規則第１１条の規定による補助金交付決定通知を受け取った後、

工事に着手するものとする。 

（計画の変更） 

第９条 補助事業者は、規則第１７条第１項の承認を受けようとするときは、同条

第３項の規定による通知を受けるまで当該変更に係る工事をしてはならない。 

（実績報告の期日） 

第１０条 規則第１８条第１項の規定による期日は、申請年度の３月３１日までと

し、かつ、当該事業完了後１０日とする。 

（実績報告） 

第１１条 規則第１８条第２項第１号に規定する事業実績書は、浸水対策工事実績

書（様式第２号）とする。 

（指示等） 

第１２条 市長は、浸水対策工事の実施に関し必要な指示を行い、若しくは報告を

求め、又は検査を行うことができる。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成２５年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２６年８月２５日訓令甲第８３号） 

この訓令は、平成２６年９月１日から施行する。 



 



 



様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第１１条関係） 

 


